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まえがき 

 近年、気候変動に伴い全国各地で集中豪雨が頻発し、全国的に水害に対する危険性が高まり、

今後もこのような傾向はますます増加することが予想されている。また、一方で、高齢化社会

の到来等による災害時要援護者の増大、地域コミュニティの衰退、水防団員の減少等の社会情

勢の変化や、堤防の新設・拡築、河道掘削による河積の増大、堤防の強化等河川管理施設の整

備が進んだことにより水害の発生頻度が低下し、その結果として水害経験の伝承や危機意識の

維持が困難になるなど、水害に対する地域防災力は低下傾向にある。 
 本報告は、水害に対する地域防災力を向上させるための取り組みとして、むかわ町内にモデ

ル地区を設け、一般住民からの意見を基に、地域で行う自助・共助と行政が地域に対して行う

支援（公助）についてとりまとめた結果について報告する。 
 

キーワード：地域防災力、防災意識、防災対策  
 
 

１ 鵡川流域の水害と地域の現状 

（１）鵡川流域の概要と水害 
 鵡川という名の語意は諸説あるが、「北海道の地名」
１）によるとアイヌ語の「ムッカ・ペッ」（ふさがる

川）や「ムカ」（水の湧く）などに由来しているという

説がある。 

鵡川はその源流を北海道占冠村の狩振岳（標高1,323m）

に発し、占冠村においてパンケシュル川、双珠別川等を

合わせ、赤岩青巌峡を流下し、むかわ町穂別において穂

別川を合わせ、むかわ市街地を経て太平洋に注ぐ、幹川

流路延長１３５㎞（全国２９位）、流域面積１，２７０

㎢（全国５２位）の一級河川である。 

鵡川流域一帯は、肥沃で農林業適地として明治後期

から本州の開拓農民が入植し、原野を切り開きながら農

耕地を増大させていったが、鵡川は蛇行が多く、はん濫

により住民は毎年のように苦しめられてきた。戦前では、

表 １に示すとおり大正１１年８月の洪水被害が大きく、

戦後では特に平成４年８月洪水が最大となった。また、

平成４年８月、平成１８年８月の両洪水は計画高水位を

超過する洪水であった。鵡川流域では過去47年間（S37

～H20）に150㎜（鵡川地点上流域平均年最大48時間雨

量）を超える豪雨が７度発生しているが、その内５度が

近年２０年の間に発生しており、大雨が頻発している状

況が見受けられる。 

図 １ むかわ町位置図 

 

むかわ町 

写真 １ 鵡川とむかわ町市街地 
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図 ２ 鵡川地点上流域の年最大24時間雨量 

発生年月日 原 因 
雨 量注１) 

(㎜） 

鵡 川 地 点 

流量（㎥/S）
被害等注2) 

大正 11 年 

8 月 24～25 日 
台風 83（苫小牧） 3,600 

胆振支庁管内､死者8人､行方不明2人､負傷者1人､家屋流出61戸､

同浸水 1,614 戸､田浸水 1,900ha､畑浸水 3,464ha 

昭和 37 年 

8 月 4日 
台風 9号 163 1,694 

鵡川町床上浸水39戸､床下浸水328戸､田被害7.0ha､畑被害1.5ha。

穂別町死者 1 名､家屋半壊 4 戸､家屋流出 4 戸､床上浸水 105 戸､床

下浸水 113 戸､田被害 21.5ha､畑被害 7.5ha。占冠村死者 1人､行方

不明 2 人､負傷者 1 人､家屋全壊 8戸､家屋流出 12 戸､床上浸水 230

戸､床下浸水 72 戸､畑被害 120ha 

昭和 56 年 

8 月 5日 

前線 

台風 12 号 
164 1,562 

鵡川町死者 1 名､家屋全壊 1 戸､床上浸水 12 戸､床下浸水 77 戸､田

被害 0.5ha､畑被害 7ha。穂別町負傷者 1 人､床上浸水 2 戸､床下浸

水 6戸､田被害 20ha､畑被害 4.3ha 

平成 4年 

8 月 7～9日 

台風 10 号

低気圧 
188 2,991 

鵡川町床上浸水 6 戸､床下浸水 39 戸､田被害 10.35ha。穂別町床上

浸水 16 戸､床下浸水 78 戸､田被害 93.29ha､畑被害 5.01ha。占冠村

床下浸水 6戸 

平成 13 年 

9 月 11～13 日 

台風 15 号 

前線 
214 2,773 

穂別町床上浸水 1戸､床下浸水 2戸 

平成 15 年 

8 月 8～10 日 

台風 10 号 

前線 
198 2,588 

穂別町床上浸水 2戸､畑被害 15ha 

平成 18 年 

8 月 18～19 日 
前線 248 2,194 

むかわ町床上浸水 5戸､床下浸水 68 戸､田被害 37ha､畑被害 28ha 

表 １   既往の主要洪水の概要２） 

※昭和37年以降は鵡川地点ピーク流量1,500㎥/ｓ以上の洪水から選定。 

注1)雨量は鵡川地点上流域での流域平均24時間雨量、ただし、大正11年は日雨量しか存在しないため「鵡川沙流川治水史」に記載の1日雨量。 

注2)大正11年の被害等は「鵡川沙流川治水史」による。昭和37年～平成4年、15年の被害等は、「北海道災害記録」による、鵡川町と穂別町、占冠村の値。

平成13年の被害等は「水害統計」による。平成18年の被害等は洪水報告書（室蘭開発建設部）による速報値。 

※北海道災害記録による被害等は集計上、支川、内水被害等を含む。 

 

写真 ２   平成４年８月洪水 

穂別市街浸水状況 

写真 ３  平成１８年８月洪水 

むかわ町市街浸水状況 
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写真 ４ 第３回意見交換会の様子 

（２）むかわ町の現状 
 近年の集中豪雨や度重なる台風の上陸等により全国各

地で水害等の災害が頻発しており、これらの犠牲者の多

くを高齢者が占めている。このことは、少子高齢化や一

人暮らしの高齢者の増加、地域の人間関係の希薄化など

が影響していると考えられる。 

 むかわ町においても表 ２に示すように全国と比較し

ても高齢化が進んでいる状況であり、また、平均年齢の

推移（表 ３）を全国、北海道と比較しても、むかわ町

の平均年齢が上回っており、今後益々高齢化が進むもの

と思われ、むかわ町でも水害等により多くの高齢者が犠

牲となる状況が十分に起こりうると考えられる。 

 
 

２ 地域防災力向上のための取組み 

（１）取組み概要 
 地域防災力向上のためには、行政による早期の情報伝

達等（公助）だけでなく、地域（自助・共助）による災

害時要援護者等への支援が必要不可欠である。自治会や

自主防災組織による住民情報の把握や災害時要援護者台

帳・マップの作成等の取組みを地域で検討し実施するこ

とは災害時要援護者等を水害から守るだけでなく、地域

コミュニティの活性化や住民の防災意識向上、更には地

域の防災力向上にも効果的であることから、地域と行政

がそれぞれの役割（自助・共助・公助）を理解し、協働

して地域の防災力を向上させていくための話し合いの場

として、意見交換会を実施することとした。図 ３は意

見交換会の実施による地域防災力向上のイメージである。 

（２）意見交換会について 
 本事務所では、鵡川流域での地域防災力向上の一環と

して、平成１９年度からの２年間で合計５回に渡り、む

かわ町のモデル地区住民と意見交換会を実施した。この

意見交換会は、地域の防災力を向上させ、地域自らが防 

 

 

 

災対策に努め、住民による災害に強いまちづくりの仕組

みを確立させることを目的としている。 

モデル地区の選定は、鵡川流域の洪水リスクや地区人

口を踏まえた上で、むかわ町と協議し３地区（青葉、大

原、花園）とした。また、意見交換会への参加者につい

ては、開催チラシの配布やむかわ町からの声かけなどに

より参加者を集った。 

平成１９年度に実施した第１回及び第２回意見交換会

（表 ４）では、参加者の水害経験の発表や水害時の困

りごと、不安ごとについて意見交換を行うとともに、鵡

川流域における水害と治水の歴史や水害避難における注

意点等の情報提供を行った。更に、平成２０年度に実施

した第３回、第４回意見交換会では困りごと、不安ごと

に対し、行政が行っている対策（公助）についての情報

提供や、自分たち（自助）・地域（共助）で対応できる

ことについて話し合い、最終回の第５回では、これまで

に開催した意見交換会を振り返り、出された意見等につ

いて再確認を行った後、参加者各人から水害に強い地域

を作るために、自分自身や地域としてできることやこれ

から始められる事について一言ずつ発言してもらい終

了した。 

 

※むかわ町は旧鵡川町と旧穂別町の人口を合算して算出

表 ２  全国・むかわ町の 65 歳以上の割合（％）

資料：国勢調査

 

 
昭和 55 年 

(1980 年) 

昭和 60 年 

(1985 年) 

平成 2年 

(1990 年) 

平成 7年 

(1995 年) 

平成 12 年 

(2000 年) 

平成 17 年 

(2005 年) 

全 国 9.1 10.3 12.0 14.5 17.3 20.1

むかわ町※ 9.5 11.4 15.1 19.4 23.8 27.5

表 ３  全国・北海道・むかわ町の平均年齢の推移（歳）３）

注）合併以前の平均年齢については鵡川町と穂別町の人口を加味して加重平均により算出

 

 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 

 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 02 年 平成 07 年 平成 12 年 平成 17 年 

むかわ町 34.6 37.2 40.0  42.9  45.1 47.8 

北 海 道 33.5 35.5 37.8  40.0  42.2 44.4 

全 国 33.9 35.7 37.6  39.6  41.4 43.3 

 

資料：国勢調査

図 ３  地域防災力向上のイメージ 

在 現 

自助行動できる住民層 

理解･判断できる住民層 

気づきを得た住民層 

無関心な住民層 

 

将 来 

自助行動できる住民層 

理解･判断できる住民層 

気づきを得た住民層 

無関心な住民層 

 

指導 

サポート
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表 ５  テーマ別住民意見（抜粋） 

 
（３）意見交換会の整理結果 
平成１９年度に実施した第１回、第２回意見交換会

では、過去の水害時に困ったことや水害時に不安を感じ

ることなどに関して意見を出し合った。その結果、水害

に関して地域が抱える課題として概ね以下の３点に集約

された。 
 ① 情報伝達体制、② 日頃の備え、③ 高齢者対策 

この結果を受け、平成２０年度の第３回及び第４回の意

見交換会では、各課題（テーマ）それぞれの内容に関し

て、「家庭でできること（自助）」、「地域でできるこ

と（共助）」、「行政にお願いしたいこと（公助）」の

観点から実施すべき行動について具体的に意見を出し合

い以下の事項に沿ったかたちで整理した。 

  

 

整理事項 

○課  題（テーマ）  

： 地域が抱えるリスク 

  ○解決のイメージ  

： 意見交換会を通じて得られた住民の解決案 

○地域の取組方針  

： 自助・共助による解決方針 

○地域の支援の方向性  

： 地域の取組方針を支援する公助の方向性 

 
 
 

 日時・場所等 概       要 

１ 平成19年12月20日18：00～20：30 

産業会館2階会議室 

参加人数：16名 

・参加住民の自己紹介を兼ねて水害経験を発表。 

・鵡川流域における水害と治水の歴史についての情報提供。 

・学識者から近年の水害の傾向についての情報提供。 

・２グループに分かれ、水害時に困ったことや不安に感じていることについて意見交換。 

２ 平成20年2月25日18：00～20：30 

産業会館2階会議室 

参加人数：13名 

・計画高水流量の氾濫シミュレーションについての情報提供。 

・学識者からハザードマップのつくり方や水害避難における注意点について情報提供。 

・住民と学識者との間で質疑応答。 

３ 平成20年7月29日18：00～20：30 

産業会館2階会議室 

参加人数：13名 

・第 1回意見交換会で出た住民の意見（水害に関する困りごとや不安）に対し、行政が行っている対

策（公助）について情報提供。 

・水害に強い地域をつくるために自分達（自助）や地域（共助）で出来る水害への備えについて意見

交換。 

４ 平成20年8月26日18：00～20：30 

産業会館2階会議室  参加人数：15名 

・第 3回意見交換会で話し合った水害への備えや、事務局から提供された他地域の事例をもとに、地

域（共助）で実行できることを、各テーマ毎（情報伝達・日ごろの備え・高齢者対策）に意見交

換。 

５ 平成20年１２月２日18:30～20:30 

産業会館2階会議室  参加人数：13人 

・過去４回開催した意見交換会を振り返り、災害に強いまちづくりに向けたポイントの再確認。 

・自分自身や地域としてできることやこれから始められることについて各人が宣言した。 

テーマ 自助・共助に関する意見 公助に関する意見 

地域の災害情報へ

の理解について 

・早く避難できるように情報を早くキャッチする。 

・防災情報を確認する。（天気予報の降水量など） 

・行政はHPで出せる情報は出す。 

・一般住民に分かりやすい言葉でで情報提供する。 

・行政間､行政と住民の間の情報共有を進める。 

情
報
伝
達
体
制 

住民同士の災害情

報の共有について 

・班長を通じて各戸に危険情報を伝達する。 

・電話連絡網の作成する。 

・隣近所との連絡や連携をはかる。 

・災害時の情報網をハッキリさせる。 

・広報車の巡回方法を工夫する。 

・町内の連絡網を有効活用するため地域の責任者に情報連

絡する。 

住民による防災意

識の向上について 

・家庭で日常から防災対策を考える。 

・地域で継続して勉強会等を行い意識向上を図る。 

・町内会からタイムリーな目で見て分かる情報を提供

する。 

・素人向けのハザードマップを作成する。 

・ハザードマップのきめ細かい説明会を町内会単位で開催

する。 

・町内会役員が使いやすい資料を作成する。 

地域の人的・物的

備えについて 

・非常用の備えを用意する。 

・地域の防災リーダーを養成する。 

・町内会で土嚢等の水防資器材を準備する。 

・災害対策役員を任命する。 

・流域の拠点毎に専門知識のある人を配置する。 

・防災リーダーへの補償は行政にお願いしたい。 

日
頃
の
備
え 

住民の防災行動力

について 

・要援護者を含む避難訓練を実施する。 

・避難経路を確認する。 

・町内会の中での役割分担を確認する。 

・特になし 

高齢者の避難につ

いて 

・見守り隊を結成する。 

・若い人と高齢者の連絡を密にする。 

・老人クラブ、社会福祉協議会等と連携する。 

・高齢者向け啓発資料を作成する。 

・独居老人に非常用ペンダントを配布する。 

高
齢
者
対
策 

高齢者の所在把握

について 

・町内会で高齢者マップの作成、役割分担を明示す

る。 

・高齢者の情報を知人などから入手する。 

・高齢者基礎調査（アンケート）のモデル地域にな

る。 

・高齢者基礎調査（アンケート）を実施する。 

表 ４  意見交換会の概要 
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表 ６  地域防災力向上に向けた取組方針 

３ 地域防災力向上のための支援 

（１）住民支援について 
 水害に関し地域が抱えている課題（テーマ）に対して、

意見交換会の中で自助・共助・公助について具体的な意

見を出し合った結果を踏まえて、今後、鵡川流域の地域

防災力向上に向けた取組方針（表 ６）を設定し、それ

を実施するための地域住民向け資料を作成し参加者全員

に配布した（図 ４）。 

地域住民向け資料については、 

①取組が成果として形になりやすい項目から順に構成。 

②各項目は住民意見を踏まえ、必要事項等を補完した形

で取組の手順を記載。 

③手順に関連し取組実施の際に住民が疑問と思う事を想

定したQ&Aを掲載。 

④活動を円滑に実施するヒントとして全国の取組事例や

参考資料を紹介。 

⑤Q&Aやヒントは町内会の広報誌等で掲載できるように

写真や図等を用いて掲載。 

と上記の５点を考慮した。 

配布資料の構成は以下のとおりであるが、表 ６に記載

した地域防災力向上に向けた地域の取組方針を反映させ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．町内会で使用する災害用連絡網等を作ります。 

（②、⑦の取組方針を反映） 

   ・地域による確実な情報伝達実現のため、連絡網

の作成とそれに伴う個人情報収集について記述。 

 ２．地域で防災訓練を行います。（⑤、⑥の取組方針

を反映） 

   ・住民が洪水対応を的確に行うため、平時の防災

訓練の実施の流れや訓練の種類等を記述。 

 ３．地域の防災意識を高めます。（①、③、④の取組

方針を反映） 

    ・地域防災力向上の最も基礎となる、防災意識向

上方法等について記述。 

 ４．自主防災組織を作ります。 

   ・自主防災組織結成のための手順、必要事項につ

いて記述。 

また、資料には参考資料として連絡網等の雛型を添 

付し、直ちに取組みを実施できるようにしている。 

 

（２）地域（自治体）支援について 
 地域（自治体）支援としては、地域防災力向上に向け

た地域の取組方針（表 ６参照）を勘案し、住民が実施

する取組に対して地域（自治体）が支援できると考えら

れる事について整理し、資料をむかわ町に進呈している。 

地域(自治体)向け資料については、①これまで述べた地

域防災力向上の必要性を整理。②地域が実施する取組

（表 ６） に対して自治体が支援できること、考えら

れることを整理。上記２点を考慮して作成した。 

配布資料については、５章編成として以下のとおり取り

まとめている。 

１．第１章～第３章に地域防災力を向上させなければな

らない背景を整理した。 

２．第４章に地域防災力を向上させるためには、地域住

民の意識向上が必要不可欠なことから、そのきっか

けづくりとしての意見交換会について整理した。 

３．第５章に地域住民の取組方針を考慮して地域（自治

体）支援の方向性（表 ７）を整理し、自治体が実

施できると考えられる支援について具体例を整理し

た。また、住民向け資料と地域（自治体）向け資料

については、図 ５に示す関係となっている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ 地域防災力向上に向けた地域の取組方針 

地域の災害情報への理

解について 
①自ら情報を取得を実施する 

情
報
伝
達
体
制 

住民同士の災害情報の

共有について ②地域で連携して災害情報の共有化を図る 

住民による防災意識の

向上について 
③地域の防災意識を向上させる 

地域の人的・物的備え

について 
④災害に備え物品を備え、人材を育成する 

日
頃
の
備
え 

住民の防災行動力につ

いて 

⑤訓練により地域の防災行動力を向上させ

る 

高齢者の避難について ⑥高齢者避難支援体制の確立 高
齢
者
対
策

高齢者の所在把握につ

いて ⑦高齢者の所在把握 

 町内会で使用する連絡網等をつくるためのヒント

個人情報が集めにくくなってるけど、ど
うしたらいいですか？

個人情報が集めにくくなってるけど、ど
うしたらいいですか？

『個人情報の定義』『利用目的』、『管理
方法』等を定め、明文化します。

『個人情報の定義』『利用目的』、『管理
方法』等を定め、明文化します。

個人情報調査を行いたいのですが、ど
のような情報を収集したらいいですか？

個人情報調査を行いたいのですが、ど
のような情報を収集したらいいですか？

参考資料１（『アンケート調査票』や『高
齢者等調査票』）を用いて以下の情報を
収集します。
・住所、氏名、連絡先、年齢、性別等

参考資料１（『アンケート調査票』や『高
齢者等調査票』）を用いて以下の情報を
収集します。
・住所、氏名、連絡先、年齢、性別等

町内会の連絡網を用いて情報を確実に
伝達するにはどうしたらいいですか？

町内会の連絡網を用いて情報を確実に
伝達するにはどうしたらいいですか？

情報伝達訓練を何度も行い、何（情報）
を、誰に、どのように伝えるか、頭と体
で覚えましょう。

情報伝達訓練を何度も行い、何（情報）
を、誰に、どのように伝えるか、頭と体
で覚えましょう。

町内会の連絡網を活用

個人情報調査

・静岡県藤枝市上滝沢地域で
は、自治組織を通じ災害時要
援護者登録台帳を約1ヶ月間
で整備し、市、自主防災会長
及び町内会長、民生委員で共
有しています。

・既存の連絡網等がある場合は
それらを活用します。
・既存の連絡網が無い場合は参
考資料２（『緊急連絡網』の雛
形）に世帯の代表者名と連絡先
を記入し、連絡網を作成します。

個人情報保護の手引き
・『個人情報の定義』・・・氏名、生年月日、
性別、住所、電話番号等
・『利用目的』・・・町内会員名簿の作成
・『管理方法』・・・会長または会長が指定
する役員が保管する

住民調査票例

有 ・ 無避難支援の有無

性別連絡先

年齢氏 名

住 所

５ ６

会 長

副 会長

情報 伝達班 長

1丁 目班 長

1丁目 班員 Aさん 1丁目班 員Bさ ん

1丁目 班員 Cさん 1丁目班 員Dさ ん

２ 丁目 班長

２丁 目班員 Aさん ２丁目 班員 Bさん

２丁目 班員 Cさん ２丁目 班員 Dさん

連絡網例

（※住民調査票例↑）

高齢者マップはどのようなものですか？高齢者マップはどのようなものですか？

参考資料１（『高齢者等調査票』）を用い
て得られた高齢者等の情報を、地図に
落とし込んだものです。

参考資料１（『高齢者等調査票』）を用い
て得られた高齢者等の情報を、地図に
落とし込んだものです。

高齢者マップの作成

・兵庫県豊岡市西花園地区防
災ネットワークではお年寄りか
ら了承を得た上で、右図のよ
うな高齢者マップを作成してい
ます。

○○地区高齢者マップ

○○高校

○○小学校

○○公民館

○○郵便局

●
Ｃさん

●Ｂさん
Ａさん●

●Ｄさん

●Ｅさん
●

Ｆさん
（※右図高齢者マップ例→）

URL(http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shiminkatsudoubu
/shiminkatsudousuishinka/pa/a160203chounaika i10.jsp）

１．町内会で使用する災害用連絡網等を作ります

ＳＴＥＰ１ 情報の取扱と情報収集の了承を得ます
○個人情報を収集するため、町内会の規約を改正し、個人情報の具体的な取扱方

法（利用目的・管理方法）を定めます。

○個人情報に関する規約や取扱方法を、総会や回覧板等で皆さんに知らせ、個人

情報の収集に関する了承を得ます。

ＳＴＥＰ４ 高齢者ファイルや高齢者マップを作ります
○高齢者等調査票をまとめて、高齢者ファイルを作ります。

○高齢者ファイルの情報を基に高齢者マップを作ります。

ＳＴＥＰ２ 個人情報を収集します
○回覧板やアンケート等（※参考資料１）を利用して、以下の情報を収集します。

・世帯の代表者や高齢者の氏名・電話番号等

３ ４

ＳＴＥＰ３ 連絡網を作ります
○収集した情報を整理して、連絡網を作ります。（※参考資料２）

○連絡網を作成する際には、パソコン等の災害情報を収集するための手段を持たな

い人（高齢者等）に対し、早めに情報が伝達されるように順番等に配慮します。

○災害をやり過ごすための早期の避難や、情報が伝わらなかったために被災してしまった等ということを
無くすため、連絡網等を作り住民の皆さん同士で情報を共有する必要があります。

○災害をやり過ごすための早期の避難や、情報が伝わらなかったために被災してしまった等ということを

無くすため、連絡網等を作り住民の皆さん同士で情報を共有する必要があります。

図 ４  地域住民向け資料（抜粋）



Masanori Shimada,Hiroaki Itou,Akihiro Kumagai 

４ 取り組みで感じたこと 

 今回のこの取り組みを行って感じたことを下記に掲載

する。 

 ○意見交換会参加者についてはチラシの配布により参

加者を集ったが、町からの声かけによる参加者がほ

とんどでありまた年齢層が高かったことから、もう

少し町と協議し各年齢層から参加者を集えば良かっ

た。 

○人数は１５人弱であったが、２０人～３０人程度で

あれば色々な意見が出され、より活発な意見交換会

となったと感じたとともに、開催が全て平日の夕方

からであったため、もう少し人数が集まりやすい日

時についても考慮すべきであった。 

○行政と地域住民との繋がり、地域住民同士の繋がり

がもて、また地域住民の率直な意見や悩み等が聞け

たことは行政側としても参考となることが多かった。 

○意見交換ばかりでなく、地域住民向け資料に掲載し

た取り組み項目（避難訓練等）について、何か一つ

でも実際に行動していれば、より防災意識の向上を

図ることができたと思われる。 

○今後は各関係機関と協力し合いながら、地域をサポ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとがき 

 地域防災力向上のため地域住民との意見交換を中心に

この取り組みを実施していったが、水害に対する地域の

率直な悩みや課題が出され、それに対する地域が行うべ

き具体的な水害対策(自助・共助)や行政が地域に対し行

う支援(公助)について取りまとめられたことは、両者に

とって大きな一歩になったのではないかと考える。また、 

意見交換会も回を追うごとに参加者の水害に対する意識

の高まりを感じることができた。 

今後は鵡川流域全体が水害に強い地域となるようこの取

り組み成果を生かしてもらうとともに、各機関と協力し

合いながらサポートしていきたいと思う。 
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  ートして行く必要があると感じた。 

図 ５ 住民支援と地域（自治体）支援の位置付け 

テーマ 地域防災力向上に向けた地域支援の方向性

地域の災害情報への理解につ

いて 
①防災情報の迅速かつ確実な取得の促進 

情
報
伝
達
体
制 

住民同士の災害情報の共有に

ついて ②地域内の情報連絡網の確立に向けた支援

住民による防災意識の向上に

ついて 

③住民の防災意識向上のための町内会への

支援 

地域の人的・物的備えについ

て 

④人的、物的備えを実施するための環境整

備 

日
頃
の
備
え 

住民の防災行動力について ⑤住民・地域の防災行動力の向上のための

支援 

高齢者の避難について ⑥高齢者避難に対する行政の支援 高
齢
者
対
策

高齢者の所在把握について 

⑦高齢者を把握するための町内会への支援

表 ７ 地域防災力向上に向けた地域支援の方向性




